
豊川市週休２日モデル工事試行要領の一部改正新旧対照表 （令和６年１月改正） 

新 旧 

第１条～第２条 略 

（対象工事） 

第３条 豊川市の発注工事で、令和６年１月１日以降に新規に契約する次に掲げる工事を対象

とする。ただし、建築工事及び設備工事並びにこれらに関連する工事を除く。 

(1) 発注者指定型 

ア 工程が現場条件に大きく制約されない工事 

イ 公共建築工事費積算基準を適用しない工事 

ウ 緊急性がない工事 

エ 対象期間が概ね１か月以上の工事 

(2) 受注者希望型 

  発注者指定型以外で特記仕様書に記載がある工事。（災害復旧工事等発注者がモデル工事

になじまないと判断した工事を除く。） 

 第４条～第６条 略 

（工事費の積算） 

第７条 発注者は、対象期間内の現場閉所率が 28.5％（８日/28 日）以上の場合には、次によ

り補正を行うものとする。 

(1) 補正率 (略) 

(2) 補正方法等 

第１条～第２条 略 

（対象工事） 

第３条 豊川市の発注工事で、令和５年４月１日以降に新規に契約する次に掲げる工事を対象と

する。ただし、建築工事及び設備工事並びにこれらに関連する工事を除く。 

(1) 発注者指定型 

ア 工程が現場条件に大きく制約されない工事 

イ 設計金額が１，０００万円以上の工事 

ウ 緊急性がない工事 

 

(2) 受注者希望型 

  発注者指定型以外で設計金額が１，０００万円以上の工事のうち、発注者が選定するものを

いい、災害復旧工事等発注者がモデル工事になじまないと判断した工事を除く。 

第４条～第６条 略 

（工事費の積算） 

第７条 発注者は、対象期間内の週休２日の実施状況を確認し、対象期間内の現場閉所率が

28.5％（８日/28 日）以上の場合には、変更契約において、次により補正を行うものとする。 

(1) 補正率 (略) 

(2) 補正方法等 



ア 発注者指定型 

    当初から４週８休以上（現場閉所２８．５％（８日/２８日）以上）の達成を前提とし

た補正係数を乗じ、休工状況を確認後、４週８休に満たないものは、減額し、変更契約す

るものとする。 

イ 受注者希望型 

    休工状況として４週８休以上（現場閉所２８．５％（８日/２８日）以上）を確認後、

変更設計時に補正係数を乗じ、変更契約するものとする。 

 

第８条 略 

 

（削る） 

 

 

（工事名） 

第 9 条 発注者指定型により週休２日モデル工事として発注する工事は、原則として工事名

の末尾に「（週休２日）」を追記するものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合には、

これを省略することができる。 

 

附則 

この要領は、令和６年１月１日から施行する。 

ア 発注者指定型 

    休工状況を確認後、変更設計時に補正係数を乗じ、変更契約するものとする。 

 

 

イ 受注者希望型 

    休工状況を確認後、変更設計時に補正係数を乗じ、変更契約するものとする。 

 

 

第８条 略 

 

（取組証の発行） 

第９条 （削除） 

 

（工事名） 

第 10 条 週休２日モデル工事として発注する工事は、原則として工事名の末尾に「（週休２日）」

を追記するものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合には、これを省略することがで

きる。 

 

附則 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 



（削る） 

 

 

 

 

（様式１） 

第     号 

年  月  日 

受注者 名 称 

    代表者         様  

豊川市長         ㊞ 

週休２日モデル工事取組証 

工 事 名  

工 事 場 所  

契 約 日  

契 約 金 額 金             円 

工 期 

着手    年   月   日 

完了    年   月   日 

完 了 年 月 日  

本 工 事 の 業 種  

モ デ ル 種 別 発注者指定型 ・ 受注者希望型 

現 場 閉 所 率 ※ １  

※１ 豊川市週休２日モデル工事試行要領第８条第１項に規定する現場閉所率を記載する。 

 

 


